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①地区内の耕地面積

②アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計

④地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計

③地区内における75才以上の農業者の耕作面積の合計 １０．５ｈａ

実質化された人・農地プラン

ⅰ　うち後継者未定の農業者の耕作面積の合計

ⅱ　うち後継者について不明の農業者の耕作面積の合計
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直近の更新年月日

－

市町村名

伊予市

作成年月日

令和3年3月29日

対象地区名（地区内集落名）

八倉地区（東・中・西）

E 2,446

C 122

　八倉地区は農業者一人当たりの耕作面積が狭く、高齢化が進み耕作困難になっても、今のところ知人や親戚を
頼って水田としての維持が出来ているが、新たな担い手が出ないと耕作放棄地が増えていく。畑（特に果樹園）に
ついては露地栽培柑橘の衰退が目に付く。高収益化を進めることで就農人口を増やしていかないと露地栽培は確
実に衰退する。

①水田や畑を貸したい、又は売りたい人に対して面談の上、具体的希望を確認する。
②新規に農業をしたい方、家庭菜園を始めたい方から希望を聞く。
③退職後に後継者となる予定がある世帯の確認。
④放置園又は放置園になりかけている土地とその土地を所有している方を紐づけし、耕作地として回復が可能か
を確認する。
⑤高齢化による耕作困難者が今後増えることを想定し、担い手の増員を推進する。
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　八倉地区は、水田や畑の耕作面積が狭い割に耕作者が多いので農地の集約化は難しい。地区外の方が所有
する土地の放置園化が目立つため、今後の意向確認を行う。
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３  対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針
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